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平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

第

三

千

八

百

四

号

増

刊

②

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
五
十
七
号
）

○
福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則�

（
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
七
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
見

出
し
及
び
五
項
を
加
え
る
。

　

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
資
格
に
係
る
特
例
）

２　

園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
三
条
第

一
項
第
一
号
本
文
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
が
一
人
と

な
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
一

人
は
、
知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

を
有
す
る
と
認
め
る
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

第
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
二
号
（
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う
。
次
項

及
び
附
則
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及

び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
附
則
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
の
教

員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教

諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹
養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て

従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
附
則
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
、
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く

教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

５　

一
日
に
つ
き
八
時
間
を
超
え
て
開
所
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必
要

と
な
る
職
員
の
総
数
が
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を
超
え
る
場
合

に
お
け
る
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
開
所
時

間
を
通
じ
て
必
要
と
な
る
職
員
の
総
数
か
ら
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員

の
数
を
差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
、
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育

に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

６　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
者
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
第
三
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

附
則
第

三
項

第
三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
二
号
（

た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。

幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し

く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保

育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

附
則
第

四
項

第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
前
段
の
規

定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
の

教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を

有
す
る
者

附
則
第

五
項

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く

。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を

有
す
る
者

知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の

資
格
を
有
す
る
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
と
認
め
る
者


